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1 条  例  の  概  要 
 

 

 

1  条例を適用する地域 (指定地域という) 
 
別図Ｐ２参照してください。 

 
 
 

2  条例の適用を受ける揚水施設の基準 
 

上記の指定地域内で、動力を用いて地下水を採取する揚水施設で、揚水機の吐出口断面積（吐

出口が２以上あるときは、その断面積の合計）が19c㎡以上で、規則で定める基準断面積を超え

る場合は知事の許可を受けなければならない。 

 
 
 

3  用途別基準断面積 
 

 
 
 

4  許可申請の窓口及び間い合わせ 
 
 

〒310-8555  水戸市笠原町978番６ 

茨城県政策企画部水政課（水資源・工水担当） 

TEL  029-301-2625（ダイヤルイン） 

FAX  029-301-2629 

 
 
 

5  許可申請等の手続き 
 

指定地域内で揚水施設の新設・変更、更新等の許可申請及び揚水施設所有者の変更の届出等の

手続きは、「６  許可申請・届出等の手続き」Ｐ41～43を参照のうえ上記の窓口に提出してくだ

さい。 

用  途 使       用        目        的 基準断面積 

生 活 用 水 水道用、その他飲用水 50c㎡ 

工 業 用 水 ボイラ一用・原料用、製品処理及び洗浄用、冷却用等 50c㎡ 

農 業 用 水 
水田、畑地、草地、花木、種苗、施設園芸のかんがい用、 

ゴルフ場（散水のみの使用で地下にすべて還元する場合） 
125c㎡ 

その他用水 
公園、ゴルフ場（散水以外の使用を含む場合）、プール、

試験研究、養魚、防火用 
50c㎡ 
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地下水の採取の適正化に関する条例  指定地域 
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５ 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則 

 

昭和52年3月18日 

茨城県規則第9号 

 

(趣旨) 

第1条 この規則は，茨城県地下水の採取の適正化に関する条例（昭和51年茨城県条例第71号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第2条 この規則において使用する用語は，条例において使用する用語の例による。 

(指定地域) 

第3条 条例第2条第1項の規則で定める地域は，別表のとおりとする。 

(基準断面積) 

第4条 条例第3条の規則で定める揚水施設の揚水機の吐出口の断面積は，次のとおりとする。 

(1) 農作物のかん漑の用に供するため，地下水を採取する場合 125平方センチメートル 

(2) 前号以外の用に供するため，地下水を採取する場合 50平方センチメートル 

(許可の申請書) 

第5条 条例第4条第1項に規定する許可の申請は，地下水採取許可申請書(様式第1号)によつて

しなければならない。 

2 条例第4条第1項第9号の規則で定める事項は，次のとおりとする。 

(1) 揚水機の能力 

(2) 地下水採取量の測定方法 

3 条例第4条第2項の規則で定める書類は，次のとおりとする。 

(1) 揚水施設の構造図 

(2) 揚水施設を設置する場所の地質柱状図 

(3) 揚水試験の結果を記載した書面 

(4) 代替水への転換の見通しがある場合は，その見通しを証する書面 

(5) その他知事が特に必要と認めた書面 

4 前項の規定にかかわらず，知事がやむを得ないと認めたときは，前項各号に掲げる書類の一

部を省略することができる。 

(許可の基準) 

第6条 条例第5条第2項第3号の規則で定める場合は，次のとおりとする。 

(1) 専ら防火の用に供するため，地下水を採取する必要がある場合 
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(2) 干ばつ時等における緊急対策として地下水を採取する場合 

(3) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため，地下水を採取す

る場合 

(経過措置に伴う届出) 

第7条 条例第8条第2項の規定による届出は，地下水採取届出書(様式第2号)によつてしなけれ

ばならない。 

(変更の許可) 

第8条 条例第9条第1項の許可を受けようとするときは，地下水採取変更許可申請書(様式第3

号)を，揚水施設の設置の場所を示す図面及び第5条第3項に定める書類を添付して提出するも

のとする。 

2 第5条第4項の規定は，前項の場合において準用する。 

(氏名等の変更の届出) 

第9条 条例第10条の規定による届出は，氏名等変更届出書(様式第4号)によつてしなければな

らない。 

(承継の届出) 

第10条 条例第11条第3項の規定による届出は，承継届出書(様式第5号)によつてしなければな

らない。 

(廃止等の届出) 

第11条 条例第12条の規定による届出は，揚水施設廃止等届出書(様式第6号)によつてしなけれ

ばならない。 

(記録) 

第12条 条例第17条の規定による記録は，水量測定器により測定した採取量を地下水採取量等

記録表(様式第7号)に記載して行わなければならない。ただし，水量測定器による測定ができ

ない事情があるときは，揚水機の能力，吐出口の断面積及び運転時間により算定した採取量

を地下水採取量等記録表(様式第8号)に記載して行うことができる。 

(報告) 

第13条 条例第17条の規定による報告は，毎年の地下水採取量について翌年の2月末日までに地

下水採取量等報告書(様式第9号)によつてしなければならない。 

(受理書の交付) 

第14条 知事は，条例第8条第2項又は第11条第3項の規定による届出を受理したときは，当該届

出をした者に受理書(様式第10号)を交付するものとする。 

 (許可書の交付) 

第15条 知事は，条例第3条又は第9条第1項の許可をしたときは，申請者に許可書(様式第11号)
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を交付するものとする。 

(立入検査の身分証明書) 

第16条 条例第19条第2項の職員の身分を示す証票は，身分証明書(様式第12号)によるものとす

る。 

付 則 

この規則は，昭和52年4月1日から施行する。ただし，第3条の規定は，昭和52年6月1日から施

行する。 

付 則(昭和60年規則第7号) 

この規則は，昭和60年4月1日から施行する。 

付 則(昭和62年規則第69号) 

この規則は，昭和62年11月30日から施行する。 

付 則(昭和63年規則第3号) 

この規則は，昭和63年1月31日から施行する。 

付 則(平成元年規則第12号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則(平成4年規則第5号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則(平成7年規則第87号) 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則(平成8年規則第44号) 

この規則は，平成8年6月1日公布の日から施行する。 

付 則(平成8年規則第54号) 

この規則は，平成8年9月1日から施行する。 

付 則(平成9年規則第42号) 

この規則は，平成9年4月1日から施行する。 

付 則(平成9年規則第58号) 

この規則は，平成9年10月1日から施行する。 

付 則(平成13年規則第29号) 

この規則は，平成13年4月1日から施行する。 

付 則(平成14年規則第3号) 

この規則は，平成14年2月2日から施行する。 

付 則(平成14年規則第75号) 

この規則は，平成14年11月1日から施行する。 
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付 則(平成17年規則第2号)抄 

この規則は，次の各号に掲げる区分に従い，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第1条中茨城県行政組織規則第83条第2項の改正規定，同規則別表第6農業総合センター

の項の改正規定(「岩井市大字岩井」を「坂東市岩井」に改める部分に限る。)及び同表畜

産センターの項の改正規定並びに第3条の規定 平成17年3月22日 

(4) 第2条及び第4条の規定 平成17年3月28日 

付 則(平成17年規則第75号)抄 

この規則は，次の各号に掲げる区分に従い，それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次

に「，神栖市，行方市，鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)，同

表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める

部分及び「鹿嶋市」の次に「，神栖市，鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)

に限る。)，第4条から第7条まで，第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日 

(2) 第2条中茨城県行政組織規則第78条第2項の表茨城県内水面水産試験場の項の改正規定，

同規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「，神栖市，行方市，

鉾田市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡，行方郡」を削る部分(行

方郡に係る部分に限る。)に限る。)，同表農業総合センターの項の改正規定(「行方郡麻生

町麻生」を「行方市麻生」に改める部分，「潮来市」の次に「，行方市」を加える部分及び

「行方郡」を削る部分に限る。)，同表水産事務所の項の改正規定及び第8条中茨城県地下

水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「，行方市，鉾

田市，つくばみらい市，小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉

里村の同月26日における区域」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「，鹿島郡

旭村，同郡鉾田町，同郡大洋村，行方郡麻生町，同郡北浦町，同郡玉造町」を削る部分(行

方郡麻生町，同郡北浦町及び同郡玉造町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日 

(3) 第2条中茨城県行政組織規則第57条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定

(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。)，同規則第83条第2

項の表の改正規定(「土浦市」の次に「，古河市，石岡市」を加える部分(古河市に係る部

分に限る。)及び「総和町，三和町，」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採

取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「，同郡千代川村，同郡石下町，猿島郡

総和町」を削る部分(猿島郡総和町に係る部分に限る。)，「同郡五霞町」を「猿島郡五霞町」

に改める部分及び「，同郡三和町」を削る部分に限る。) 平成17年9月12日 

(4) 第2条中茨城県行政組織規則第68条第2項の表の改正規定，同規則第83条第2項の表の改
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正規定(「土浦市」の次に「，古河市，石岡市」を加える部分(石岡市に係る部分に限る。)，

「かすみがうら市」の次に「，桜川市，つくばみらい市」を加える部分(桜川市に係る部分

に限る。)，「，岩瀬町」及び「八郷町，」を削る部分並びに「筑波郡，真壁郡，」を削る部

分(真壁郡に係る部分に限る。)に限る。)，同規則第85条第2項の表茨城県那珂水系ダム建

設事務所の項の改正規定，同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「，筑西市」

の次に「，桜川市」を加える部分及び「真壁郡」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県

地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「かすみがうら市」の次に「，

桜川市のうち平成17年10月1日に効力を生じた合併前の真壁郡真壁町及び同郡大和村の同

年9月30日における区域」を加える部分及び「，新治郡玉里村，同郡八郷町，同郡新治村，

筑波郡伊奈町，同郡谷和原村，真壁郡真壁町，同郡大和村」を削る部分(新治郡八郷町，真

壁郡真壁町及び同郡大和村に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年10月1日 

(5) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6消費生活センターの項の改正規定，同表福祉相談セ

ンターの項の改正規定(「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分，「潮来

市」の次に「，神栖市，行方市，鉾田市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び

「鹿島郡，行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。)，同表農業総合セン

ターの項の改正規定(「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分，「鹿嶋市」

の次に「，神栖市，鉾田市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡」を

削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の

改正規定(「神栖市」の次に「，行方市，鉾田市，つくばみらい市，小美玉市のうち平成18

年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分

(鉾田市に係る部分に限る。)及び「，鹿島郡旭村，同郡鉾田町，同郡大洋村，行方郡麻生

町，同郡北浦町，同郡玉造町」を削る部分(鹿島郡旭村，同郡鉾田町及び同郡大洋村に係る

部分に限る。)に限る。) 平成17年10月11日 

(6) 第2条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「水海道市」を「常総市」に

改める部分に限る。)，同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「水海道市」を「常

総市」に改める部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行

規則別表の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「，同郡千代川村，同郡

石下町，猿島郡総和町」を削る部分(猿島郡総和町に係る部分を除く。)に限る。) 平成18

年1月1日 

(7) 第3条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「新治郡のうち新治村」を削

る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改

正規定(「，新治郡玉里村，同郡八郷町，同郡新治村，筑波郡伊奈町，同郡谷和原村，真壁

郡真壁町，同郡大和村」を削る部分(新治郡新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18
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年2月20日 

(8) 略 

(9) 第2条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「坂東市，筑西市」を「筑西

市，坂東市」に改める部分，「かすみがうら市」の次に「，桜川市，つくばみらい市」を加

える部分(つくばみらい市に係る部分に限る。)及び「筑波郡，真壁郡，」を削る部分(筑波

郡に係る部分に限る。)に限る。)，同規則第86条の2第2項の表の改正規定，同規則別表第6

農業総合センターの項の改正規定(「水戸市」の次に「，小美玉市」を加える部分，「，小

川町，美野里町」及び「新治郡」を削る部分，「守谷市」の次に「，つくばみらい市」を加

える部分並びに「筑波郡，」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化

に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「，行方市，鉾田市，つくばみら

い市，小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日に

おける区域」を加える部分(行方市及び鉾田市に係る部分を除く。)及び「，新治郡玉里村，

同郡八郷町，同郡新治村，筑波郡伊奈町，同郡谷和原村，真壁郡真壁町，同郡大和村」を

削る部分(新治郡玉里村，筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 

平成18年3月27日 

付 則(令和2年規則第83号)抄 

１ この規則は，令和2年12月28日公布の日から施行する。 

２ 略 

 

別表(第3条関係) 

土浦市，古河市，石岡市，結城市，竜ケ崎市，下妻市，常総市，取手市，牛久市，つくば市，

鹿嶋市，潮来市，守谷市，筑西市，坂東市，稲敷市，かすみがうら市，桜川市のうち平成17

年10月1日に効力を生じた合併前の真壁郡真壁町及び同郡大和村の同年9月30日における区域，

神栖市，行方市，鉾田市，つくばみらい市，小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた

合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域，行方市，鉾田市，稲敷郡美浦村，同郡阿見

町，同郡河内町，結城郡八千代町，猿島郡五霞町，同郡境町，北相馬郡利根町 
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様式第1号(第5条)地下水採取許可申請書は，茨城県水政課ホームページ「地下水の採取規制に

ついて」から入手してください。 
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様式第2号(第7条) 

地下水採取届出書 

 

年  月  日   

 

  茨城県知事    殿 

氏名及び住所(法人にあつて  

申請者 は，その名称，代表者の氏名 

及び主たる事務所の所在地)  

 

 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例第8条第2項の規定に基づき，次のとおり届け出ます。 

揚 水 施 設 の 
設 置 の 場 所 

  
※ 
整 理 番 号   

地下水の採取量 
日量 m

3
 季節により変動がある場合 

※ 
受理年月日   

年量 m
3
 

月から 月まで 
月から 月まで 

m
3
 

m
3
 
※ 
許 可 番 号   

ストレーナーの
位 置 等 

 
ストレーナーが 2
以上あるときは， 
それぞれ記入する。 

位 置 
( 地 表 面 下 ) 

規    格 
※ 
許可年月日   

m 
口径 

cm 
長さ 

m 
※ 

      

      

揚水機の吐出口
の 断 面 積 
吐出口が 2以上あ
るときは，それぞれ
記入する。 

                    cm
2
 

揚水機の能力等 

定 格 出 力          KW(  ) 

最 大 吐 出 量          m
3
／分(     m

3
／日) 

1 日の運転時間          時間 

揚 程           ｍ 

地下水の採取の
目 的 

  

地下水の採取の
理 由 
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地下水の採取の
時 期 

  

地下水以外の水源
への転換の見通し 

  

地下水採取量の
測 定 方 法 

1 水量測定器による。     2 その他の方法による。 

 備考 1 ※印欄は，記入しないこと。 

    2 ストレーナーの位置は，地表面からストレーナーの上端部までの距離を表示すること。 
    3 地下水採取量の測定方法欄は，該当番号に○印を付けること。 
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様式第3号(第8条)地下水採取変更許可申請書は，茨城県水政課ホームページ「地下水の採取規

制について」から入手してください。 
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様式第4号(第9条)氏名等変更届出書は，茨城県水政課ホームページ「地下水の採取規制につい

て」から入手してください。 
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様式第5号(第10条)承継届出書は，茨城県水政課ホームページ「地下水の採取規制について」か

ら入手してください。 
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様式第6号(第11条)揚水施設廃止等届出書は，茨城県水政課ホームページ「地下水の採取規制に

ついて」から入手してください。 
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様式第7号(第12条) 

地下水採取量等記録表 

 

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

採 取 日 数 ( 日 )                           

月 間 採 取 量 ( ｍ 3 )                           

1日平均採取量 (ｍ 3 )                           

1日平均運転時間(時間)                           

 

 

 

 

 

 

様式第8号(第12条) 

地下水採取量等記録表 

 

区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

採 取 日 数 ( 日 )                           

月 間 採 取 量 ( ｍ 3 )                           

1日平均採取量 (ｍ 3 )                           

1日平均運転時間(時間)                           

吐 出 口 の 断 面 積                    ㎝2 

揚 水 機 の 能 力                ＫＷ(  ) 
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様式第9号(第13条)地下水採取量等報告書は，茨城県水政課ホームページ「地下水の採取規制に

ついて」から入手してください。 
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様式第10号(第14条) 

受理書 

第     号   

年  月  日   

          殿 

 

  

茨城県知事        印   

  

   年  月  日に届出のあつた届出書(     )は受理しました。 
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様式第11号(第15条) 

 

  指令第    号 

許可書 

住所             

氏名             

 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号)第3条(第9条第1項)

の規定により，次のとおり許可する。 

       年  月  日 

                      茨城県知事          印 

揚水施設の設置 

の 場 所 
  

地下水の採取量 

日

量 

ｍ
3
 季節により変動がある場合 

年

量 

ｍ
3
 

  月から  月まで     ｍ
3
 

  月から  月まで     ｍ
3
 

地下水採取の目的   
揚水機の吐出

口の断面積 
㎝

2
 

  

井

戸

の

状

況 

区

分 
揚 水 機 の 能 力 等 

ス ト レ ー ナ ー 等 

口径 mm 
(1) (2) (3) 

口径 mm 揚程ｍ 
定格出
力Ｋｗ 

位置ｍ 長さｍ 位置ｍ 長さｍ 位置ｍ 長さｍ 

1     ・     ・   ・   ・ 

2     ・     ・   ・   ・ 

3     ・     ・   ・   ・ 

  
許

可

の

条

件 

  

 ※ ストレーナーの位置は地表からの深さとする。
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様式第12号(第16条) 

 

                                    (表) 

  

  

写 真 
 
縦 3㎝ 
横 2㎝ 

        身 分 証 明 書 

第     号  

職 名               茨   

  城 

県 

氏 名             

年  月  日生 

 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和 51年茨城県条例第 71号)第 19条第 2項の規定

により立入調査等を行う職員であることを証明する。 

 

      年  月  日 

 

茨城県知事        印  

                                    (裏) 

茨城県地下水の採取の適正化に関する条例抜粋 

 

 (立入検査等) 

第 19 条 知事は，この条例の施行に必要な限度において，揚水施設により地下水を採取し

ている者に対し，報告若しくは資料の提出を求め，又は職員をして工場，事業所その他必

要な場所に立ち入らせ，検査をさせることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は，その身分を示す証票を携帯し，関係人に提示

しなければならない。 

第 25条 次の各号の一に該当する者は，3万円以下の罰金に処する。 

 (2) 第 19条第 1項の規定による報告若しくは，資料の提出をせず，若しくは虚偽の報告

若しくは虚偽の資料を提出し，又は立入検査を拒み，妨げ，若しくは忌避した者 

  縦 6㎝，横 9㎝ 


